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(57)【要約】
　良好な観察視野を得る内視鏡（１０）を提供すること
。
　内視鏡（１０）は、挿入部の端面（５６１）から突出
する照明窓（５２）を有する照明光学系と、前記端面（
５６１）から突出する筒状体（５７）と、前記筒状体（
５７）の内側に配置されており、前記端面（５６１）か
ら突出する観察窓（５１）とを備え、前記照明窓（５２
）および前記観察窓（５１）は（１）式および（２）式
を満たし、前記観察窓（５１）の光入射面の縁と、前記
筒状体（５７）の端面の縁とを結ぶ直線と前記照明光学
系の光軸との交点は、前記挿入部の端面（５６１）より
も前記挿入部側に位置する。
　　　Ｃ≧Ｄ　‥‥‥　（１）
　　　Ｅ≧Ｄ　‥‥‥　（２）
　Ｃは、観察窓の、挿入部の端面からの最大突出量であ
る。
　Ｄは、照明窓の、挿入部の端面からの最大突出量であ
る。
　Ｅは、観察窓の光入射面の縁の、挿入部の端面からの
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入部の端面から突出する照明窓を有する照明光学系と、
　前記端面から突出する筒状体と、
　前記筒状体の内側に配置されており、前記端面から突出する観察窓とを備え、
　前記照明窓および前記観察窓は（１）式および（２）式を満たし、
　前記観察窓の光入射面の縁と、前記筒状体の端面の縁とを結ぶ直線と前記照明光学系の
光軸との交点は、前記挿入部の端面よりも前記挿入部側に位置する内視鏡。
　　　Ｃ≧Ｄ　‥‥‥　（１）
　　　Ｅ≧Ｄ　‥‥‥　（２）
　Ｃは、観察窓の、挿入部の端面からの最大突出量である。
　Ｄは、照明窓の、挿入部の端面からの最大突出量である。
　Ｅは、観察窓の光入射面の縁の、挿入部の端面からの突出量である。
【請求項２】
　前記照明窓は、凸面である
　請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記観察窓は凸面または平面である
　請求項１または２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記観察窓の光入射面の縁と、前記筒状体の端面の縁とを結ぶ直線と前記照明光学系の
光軸とがなす角度は、６０度以上９０度未満である
　請求項１から請求項３のいずれか一つに記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記筒状体は、遮光性を有する
　請求項１から請求項４のいずれか一つに記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記筒状体の内面と前記観察窓との間に遮光体を備える
　請求項１から請求項５のいずれか一つに記載の内視鏡。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡の先端部には、照明光を放射する照明窓と、照明光により照らされた部分を観察
する観察窓とが設けられている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－４９７９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　照明窓から放射された照明光が直接観察窓に入射する場合には、観察視野内にいわゆる
フレアが発生し、内視鏡を用いた観察に支障を生じる。本発明は、フレアの発生を防止す
ることにより、良好な観察視野を得る内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　内視鏡は、挿入部の端面から突出する照明窓を有する照明光学系と、前記端面から突出
する筒状体と、前記筒状体の内側に配置されており、前記端面から突出する観察窓とを備
え、前記照明窓および前記観察窓は（１）式および（２）式を満たし、前記観察窓の光入
射面の縁と、前記筒状体の端面の縁とを結ぶ直線と前記照明光学系の光軸との交点は、前
記挿入部の端面よりも前記挿入部側に位置する。
　　　Ｃ≧Ｄ　‥‥‥　（１）
　　　Ｅ≧Ｄ　‥‥‥　（２）
　Ｃは、観察窓の、挿入部の端面からの最大突出量である。
　Ｄは、照明窓の、挿入部の端面からの最大突出量である。
　Ｅは、観察窓の光入射面の縁の、挿入部の端面からの突出量である。
【発明の効果】
【０００６】
　良好な観察視野を得る内視鏡を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】内視鏡の外観図である。
【図２】先端部の端面の外観図である。
【図３】先端部の構成を説明する説明図である。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線による先端部の断面図である。
【図５】図４におけるＡ部拡大図である。
【図６】点Ｌを説明する説明図である。
【図７】図６におけるＢ部拡大図である。
【図８】図２のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線による先端部の断面図である。
【図９】実施の形態２の先端部の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
［実施の形態１］
　図１は、内視鏡１０の外観図である。本実施の形態の内視鏡１０は、下部消化管向けの
軟性鏡である。内視鏡１０は、挿入部２０、操作部４０、ユニバーサルコード５９および
コネクタ部５０を有する。操作部４０は、湾曲ノブ４１およびチャンネル入口４２を有す
る。チャンネル入口４２には、処置具等を挿入する挿入口を有する鉗子栓４３が固定され
ている。
【０００９】
　挿入部２０は長尺であり、一端が折れ止め部２６を介して操作部４０に接続されている
。挿入部２０は、操作部４０側から順に軟性部２１、湾曲部２２および先端部２３を有す
る。軟性部２１は、軟性である。軟性部２１の表面は、チューブ状の可撓管である。湾曲
部２２は、湾曲ノブ４１の操作に応じて湾曲する。
【００１０】
　以後の説明では、挿入部２０の長手方向を挿入方向と記載する。同様に、挿入方向に沿
って操作部４０に近い側を操作部側、操作部４０から遠い側を先端側と記載する。
【００１１】
　ユニバーサルコード５９は長尺であり、第一端が操作部４０に、第二端がコネクタ部５
０にそれぞれ接続されている。ユニバーサルコード５９は、軟性である。コネクタ部５０
は、図示しないビデオプロセッサ、光源装置、表示装置および送気送水装置等に接続され
る。
【００１２】
　コネクタ部５０、ユニバーサルコード５９、操作部４０および挿入部２０の内部に、後
述するファイバーバンドル６２（図３参照）、送気チューブ６３（図３参照）、送水チュ
ーブ６４（図３参照）およびケーブル束等が挿通されている。
【００１３】
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　図２は、先端部２３の端面の外観図である。先端部２３に、略円柱形状の先端部材５６
が挿入部２０と同軸に固定されている。先端部材５６の先端に、観察窓５１、２個の照明
窓５２、送気ノズル５３、送水ノズル５４およびチャンネル出口５５等が固定されている
。
【００１４】
　なお、図２は先端部２３の端面の外観の一例であり、各部材の配置は図２に限定されな
い。たとえば、送気ノズル５３および送水ノズル５４の配置は、逆であっても良い。照明
窓５２は、１個または３個以上でも良い。
【００１５】
　観察窓５１は、図２において先端部材５６の中心よりも上側に設けられている。観察窓
５１の左右に照明窓５２が設けられている。観察窓５１の右下に、送気ノズル５３および
送水ノズル５４が、それぞれの出射口６７（図８参照）を観察窓５１に向けて設けられて
いる。観察窓５１の左下に、チャンネル出口５５が設けられている。
【００１６】
　図３は、先端部２３の構成を説明する説明図である。図３は、観察窓５１、一方の照明
窓５２、送気ノズル５３および送水ノズル５４を、それぞれ挿入方向に沿って切断した断
面を繋ぎ合わせた、複合断面図である。図３において、上側は先端側、下側は操作部側で
ある。
【００１７】
　照明窓５２は、先端部材５６の端面である先端面５６１から突出する。照明窓５２は、
光源装置から出射した照明光を、観察対象に向けて照射する照明光学系の先端部品の凸レ
ンズである。照明窓５２の表面側、すなわち照明光の出射面側の曲率半径は、照明窓５２
の裏面側、すなわち照明光の入射面側の曲率半径よりも大きい。照明窓５２は、照明接着
部６６により先端部材５６に固定されている。
【００１８】
　照明窓５２の操作部側に、ファイバーバンドル６２の端部が配置されている。ファイバ
ーバンドル６２は、多数の光ファイバーの束である。ファイバーバンドル６２の端部は、
接着剤により固められ、凸状に形成されている。光源装置から出射した照明光は、ファイ
バーバンドル６２および照明窓５２を介して挿入部２０の先端側を照射する。
【００１９】
　図３に示す、ファイバーバンドル６２および照明窓５２の形状および配置は、照明光学
系の構成の一例である。照明光学系の構成は、後述するように観察光学系の視野を照明す
ることが可能な広い照射角を有するように、適宜選択される。
【００２０】
　観察窓５１は、照明光により照らされた範囲を観察する観察光学系の、先端側の光学部
品である。観察窓５１の表面側、すなわち観察光の入射面側は凸面である。観察窓５１の
裏面側、すなわち観察光の出射面側の中央部は凹面である。したがって、観察窓５１はい
わゆるメニスカスレンズである。
【００２１】
　観察窓５１の操作部側に、凸レンズおよび凹レンズ等の光学部品が配置されている。光
学部品の合成焦点位置に、撮像素子６１が配置されている。観察光学系は、観察窓５１に
メニスカスレンズを使用することで、広い観察視野を得る光学系を実現できる。
【００２２】
　なお、観察窓５１は、メニスカスレンズに限定しない。観察光学系全体として、用途に
応じた所望の光学性能を得られる任意の形状の光学部品を使用することができる。
【００２３】
　撮像素子６１は、ケーブル束を介してビデオプロセッサに接続される。撮像素子６１に
より生成された映像信号は、ケーブル束を介してビデオプロセッサに伝送され、液晶ディ
スプレイ等の表示装置に表示される。
【００２４】
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　筒状体５７は、先端面５６１から突出して配置されている。観察窓５１等の光学部品は
、円筒状の筒状体５７の内側に、観察窓５１が先端面５６１から突出する状態で配置され
ている。
【００２５】
　筒状体５７の先端側の外周に、第１面取部５７１が設けられている。第１面取部５７１
は、円錐面である。筒状体５７の先端側の内面と、観察窓５１の外縁との間は、観察接着
部６５により固定されている。観察接着部６５および筒状体５７は遮光性を有し、観察光
学系に側方からの不要な光が入射することを防止する。
【００２６】
　図３に示す、観察窓５１等の光学部品の形状および配置は、観察光学系の構成の一例で
ある。観察光学系の構成は、内視鏡１０の用途および仕様に応じて、適宜選択される。
【００２７】
　送水ノズル５４は、略Ｌ字型の筒状である。送水ノズル５４は、先端部材５６に設けら
れた貫通孔を介して、送水チューブ６４に接続されている。送気送水装置から供給された
水は、送水チューブ６４を介して送水ノズル５４から観察窓５１に向けて放出される。
【００２８】
　送気ノズル５３は、略Ｌ字型の筒状である。送気ノズル５３は、先端部材５６に設けら
れた貫通孔を介して、送気チューブ６３に接続されている。送気送水装置から供給された
空気は、送気チューブ６３を介して送気ノズル５３から観察窓５１に向けて放出される。
【００２９】
　先端面５６１を基準として、送気ノズル５３および送水ノズル５４の内面の高さは、観
察窓５１に近い側が低くなっている。これにより、送気ノズル５３および送水ノズル５４
から噴射する水流および空気流の勢いを増すことができる。送気ノズル５３および送水ノ
ズル５４は、内視鏡検査中の観察窓５１の清掃等に使用される。
【００３０】
　図１および図２に戻って説明を続ける。チャンネル入口４２とチャンネル出口５５との
間は、軟性部２１および湾曲部２２の内部を通るチューブ状のチャンネルにより接続され
ている。チャンネル入口４２から図示しない処置具を挿入することにより、チャンネル出
口５５から処置具の先端を突出させて、ポリープの切除等の手技を行うことができる。
【００３１】
　本実施の形態の内視鏡１０のユーザは、挿入部２０を検査対象者の肛門から挿入する。
観察窓５１を介して撮影した映像を観察しながら、ユーザは挿入部２０の先端を目的部位
に誘導する。大腸が強く屈曲している部分では、ユーザは湾曲ノブ４１を操作して湾曲部
２２を屈曲させるとともに、挿入部２０を捻る等の操作を行うことにより、先端部２３を
盲腸側に向けて進める。大腸内部に入った軟性部２１は、大腸壁に押されて受動的に屈曲
する。
【００３２】
　なお、内視鏡１０は、上部消化管向けまたは呼吸器向け等の軟性鏡でも良い。内視鏡１
０は、腹腔鏡等の硬性鏡でも良い。内視鏡１０は、用途および仕様によって、送気ノズル
５３、送水ノズル５４、湾曲部２２等を備えない場合がある。
【００３３】
　図４は、図２のＩＶ－ＩＶ線による先端部２３の断面図である。図５は、図４における
Ａ部拡大図である。
【００３４】
　図４および図５を使用して、以下の説明で使用する記号について説明する。先端面５６
１を基準にして、観察窓５１の最大突出量を記号Ｃで示す。先端面５６１を基準にして、
照明窓５２の最大突出量を、記号Ｄで示す。先端面５６１を基準にして、観察窓５１の光
入射面の縁５１３の突出量を、記号Ｅで示す。
【００３５】
　図５を使用して、観察窓５１の光入射面の縁５１３について、さらに詳しく説明する。
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光入射面の縁５１３は、観察窓５１の縁に設けた第２面取部５１２の先端側の縁を意味す
る。観察窓５１縁の面取部および側面は、遮光性を有する観察接着部６５および筒状体５
７で覆われる。したがって、これらの部分からは、観察窓５１に光が入射しない。
【００３６】
　図４に示すように、観察窓５１および照明窓５２の突出量は、（３）式および（４）式
を満たす。
　　　Ｃ≧Ｄ　‥‥‥　（３）
　　　Ｅ≧Ｄ　‥‥‥　（４）
　Ｃは、観察窓５１の、挿入部２０の先端面５６１からの最大突出量である。
　Ｄは、照明窓５２の、挿入部２０の先端面５６１からの最大突出量である。
　Ｅは、観察窓５１の光入射面の縁５１３の、挿入部２０の先端面５６１からの突出量で
ある。
【００３７】
　図６は、点Ｌを説明する説明図である。図６は、図４と同一の断面を示す。図７は、図
６におけるＢ部拡大図である。仮想線で示す線Ｍは、光入射面の縁５１３と、第１面取部
５７１の先端側の縁５７２とを結ぶ線である。点Ｌは、線Ｍと照明光学系の光軸との交点
である。
【００３８】
　図６に示すように、点Ｌは、挿入部２０の内部、すなわち、先端面５６１よりも挿入部
２０側に位置する。
【００３９】
　以上の関係に観察窓５１と照明窓５２とを配置することにより、照明窓５２から照射す
る照明光が観察窓５１に入ることを防止できる。したがって、フレアの生じにくい内視鏡
１０を提供できる。
【００４０】
　さらに確実にフレアの発生を防止できる観察窓５１と照明窓５２との配置について説明
する。先端面５６１と点Ｌとの間の距離を記号Ｌで示す。また、線Ｍと照明光学系の光軸
とのなす角を、記号θで示す。
【００４１】
　θは、６０度以上、９０度未満であることが望ましい。Ｌは、２ミリメートル以下の正
の値であることが望ましい。
【００４２】
　本実施の形態においては、図３を使用して説明したように観察窓５１に、表面側すなわ
ち観察光の入射面側が凸面であるメニスカスレンズを使用することにより、観察視野の視
野角が広い内視鏡１０を提供することが可能である。
【００４３】
　また、図３を使用して説明したように、照明窓５２が凸レンズであることにより、照明
光の照射角が広い内視鏡１０を提供することが可能である。
【００４４】
　なお、照明光の照射範囲は、観察視野範囲よりも若干広いことが望ましい。これにより
、視野の周辺部分まで観察できる内視鏡１０を提供することが可能である。さらに、観察
視野から外れた範囲への照明光の照射を避けることにより、照明光の利用効率が高い内視
鏡を提供することが可能である。
【００４５】
　本実施の形態によると、広い観察視野範囲と、フレア防止とを両立した内視鏡１０を提
供することが可能である。本実施の形態によると、照明光の高効率化と、フレア防止とを
両立した内視鏡１０を提供することも可能である。本実施の形態によると、広い範囲を照
明して観察できる内視鏡１０を提供することも可能である。
【００４６】
　次に、観察窓５１と送気ノズル５３および送水ノズル５４との関係について説明する。
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送気ノズル５３および送水ノズル５４の、内視鏡１０の先端面５６１からの突出量が大き
すぎる場合には、照明光を反射して観察視野内にフレアを発生させる場合がある。一方、
突出量が小さすぎる場合には、観察窓５１に付着した体液等を十分に除去できない場合が
ある。いずれの場合も、内視鏡１０を用いた観察に支障を生じる。
【００４７】
　なお、以下では送水ノズル５４を例にして説明を行うが、送気ノズル５３についても送
水ノズル５４と同様である。
【００４８】
　図８は、図２のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線による先端部２３の断面図である。前述のとおり
、送水ノズル５４は、出射口６７を観察窓５１に向けて設けられている。先端面５６１を
基準にして、出射口の最大突出量、すなわち送水ノズル５４の出射口の内面の最大突出量
を、記号Ｎで示す。同様に、先端面５６１を基準にして、送水ノズル５４の内面の最大突
出量を、記号Ｐで示す。
【００４９】
　出射口６７の突出量は、（５）式および（６）式を満たす。
　　　２Ｎ≧Ｃ　‥‥‥　（５）
　　　Ｐ≧Ｃ　‥‥‥　（６）
　Ｃは、観察窓５１の、挿入部２０の先端面５６１からの最大突出量である。
　Ｎは、出射口６７の内面の、挿入部２０の先端面５６１からの最大突出量である。
　Ｐは、送水ノズル５４の内面の、挿入部２０の先端面５６１からの最大突出量である。
【００５０】
　以上の関係に観察窓５１と送水ノズル５４とを配置することにより、出射口６７から出
射した水が観察窓５１の表面を流れ、観察窓５１の曇り、および、観察窓５１に付着した
汚物等の除去を行うことができる。同様に、以上の関係に観察窓５１と送気ノズル５３と
を配置することにより、出射口６７から出射した空気が観察窓５１の表面に付着した水滴
等を吹き飛ばすことができる。以上により、検査中に観察窓５１を清掃することにより、
鮮明な映像を観察可能な内視鏡１０を提供できる。
【００５１】
　さらに観察窓５１を清掃しやすい、観察窓５１と出射口６７との配置について説明する
。Ｎは、０．３ミリメートル以上、０．６ミリメートル以下であることが望ましい。Ｐは
、Ｎの１．５倍から２倍であることが望ましい。このようにＮおよびＰを定めることによ
り、水の表面張力、および、送水ノズル５４の内部抵抗の影響を抑えてユーザによる送水
操作に応じて速やかに送水ノズル５４から水を噴射することができる。
【００５２】
　ＣおよびＤは、正の値、すなわち観察窓５１および照明窓５２は、先端面５６１から先
端側に突出していることが望ましい。ＣおよびＤが負の値、すなわち観察窓５１および照
明窓５２が端面に対して窪んでいる場合には、検査中に付着した体液等を取り除きにくい
からである。Ｃは、０．２ミリメートル以上、０．５ミリメートル以下であることが望ま
しい。０．０１ミリメートル以上、０．３ミリメートル以下であることが望ましい。
【００５３】
　Ｃ、ＤおよびＮの好適な組合せの例を下表に示す。単位はミリメートルである。
【００５４】
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【表１】

 
【００５５】
　なお、先端部材５６の先端側の端面は段差を有しても良い。また、先端部材５６の先端
側の端面は、挿入方向に対して傾斜していてもよい。これらの場合には、端面のうち挿入
方向に垂直な部分、あるいは、端面付近に定義する挿入方向に垂直な仮想的な面を基準と
して、前述の各突出量を定義する。
【００５６】
　内視鏡１０は、挿入方向と視野方向とが異なる、いわゆる側視または斜視の内視鏡でも
良い。その場合には観察光学系の光軸に垂直な面を基準として、前述の各突出量を定義す
る。
【００５７】
　本実施の形態によると、フレアを生じにくい内視鏡１０を提供することが可能である。
さらに、本実施の形態によると、検査中に観察窓５１を清掃可能な内視鏡１０を提供する
ことができる。
【００５８】
［実施の形態２］
　本実施の形態は、観察窓５１が、平板である内視鏡１０に関する。実施の形態１と共通
する部分については、説明を省略する。
【００５９】
　図９は、実施の形態２の先端部２３の断面図である。図９に示すように、観察窓５１の
最大突出量Ｃと、観察窓５１の光入射面の縁５１３の突出量Ｅとは一致する。
【００６０】
　本実施の形態によると、たとえば硬質ガラスの平板を観察窓５１に使用することが可能
である。観察窓５１に傷がつきにくい内視鏡１０を提供できる。
【００６１】
　各実施例で記載されている技術的特徴（構成要件）はお互いに組合せ可能であり、組み
合わせすることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものでは無いと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記した意味では無く、請求の範囲によって示され
、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【００６２】
　以上の実施の形態１および２を含む実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【００６３】
（付記１）
　挿入部２０の端面５６１から突出する照明窓５２を有する照明光学系と、
　前記端面５６１から突出する筒状体５７と、
　前記筒状体５７の内側に配置されており、前記端面５６１から突出する観察窓５１とを
備え、
　前記照明窓５２および前記観察窓５１は（７）式および（８）式を満たし、
　前記観察窓５１の光入射面の縁５１３と、前記筒状体５７の端面の縁５７２とを結ぶ直
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線と前記照明光学系の光軸との交点は、前記挿入部２０の端面５６１よりも前記挿入部２
０側に位置する内視鏡１０。
　　　Ｃ≧Ｄ　‥‥‥　（７）
　　　Ｅ≧Ｄ　‥‥‥　（８）
　Ｃは、観察窓５１の、挿入部２０の端面５６１からの最大突出量である。
　Ｄは、照明窓５２の、挿入部２０の端面５６１からの最大突出量である。
　Ｅは、観察窓５１の光入射面の縁５１３の、挿入部２０の端面５６１からの突出量であ
る。
【００６４】
（付記２）
　前記照明窓５２は、凸面である
　付記１に記載の内視鏡１０。
【００６５】
（付記３）
　前記観察窓５１は、凸面または平面である
　付記１または付記２に記載の内視鏡１０。
【００６６】
（付記４）
　前記交点と、前記挿入部２０の端面５６１との間の距離は、２ミリメートル以下である
　付記１から付記３のいずれか一つに記載の内視鏡１０。
【００６７】
（付記５）
　前記観察窓５１の光入射面の縁５１３と、前記筒状体５７の端面の縁とを結ぶ直線と前
記照明光学系の光軸とがなす角度は、６０度以上９０度未満である
　付記１から付記４のいずれか一つに記載の内視鏡１０。
【００６８】
（付記６）
　前記筒状体５７は、遮光性を有する
　付記１から付記５のいずれか一つに記載の内視鏡１０。
【００６９】
（付記７）
　前記筒状体５７の内面と前記観察窓５１との間に遮光体６５を備える
　付記１から付記６のいずれか一つに記載の内視鏡１０。
【００７０】
（付記８）
　前記観察窓５１の視野方向は、前記挿入部２０の長手方向である
　付記１から付記７のいずれか一つに記載の内視鏡１０。
【００７１】
（付記９）
　前記挿入部２０の端面５６１は、前記挿入部２０の長手方向と垂直である
　付記１から付記８のいずれか一つに記載の内視鏡１０。
【００７２】
（付記１０）
　挿入部２０の端面５６１から突出する照明窓５２と、
　前記端面５６１から突出する観察窓５１と、
　前記端面５６１から突出し、前記観察窓５１に水または空気を出射する出射口６７とを
備え、
　（９）式および（１０）式を満たす内視鏡１０。
　　　Ｃ≧Ｄ　‥‥‥　（９）
　　　２Ｎ≧Ｃ　‥‥‥　（１０）
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　Ｃは、観察窓５１の、挿入部２０の端面５６１からの最大突出量である。
　Ｄは、照明窓５２の、挿入部２０の端面５６１からの最大突出量である。
　Ｎは、出射口６７の内面の、挿入部２０の端面５６１からの最大突出量である。
【００７３】
（付記１１）
　前記照明窓５２は、凸面である
　付記１０に記載の内視鏡１０。
【００７４】
（付記１２）
　前記観察窓５１は凸面または平面である
　付記１０または請求項１１に記載の内視鏡１０。
【００７５】
（付記１３）
　前記観察窓５１の最大突出量は、０．２ミリメートル以上０．５ミリメートル以下であ
り、
　前記照明窓５２の最大突出量は、０．０１ミリメートル以上０．３ミリメートル以下で
あり、
　前記出射口６７の内面の最大突出量は、０．３ミリメートル以上０．６ミリメートル以
下である
　付記１０に記載の内視鏡１０。
【００７６】
（付記１４）
　前記観察窓５１の最大突出量は、０．３ミリメートル以上０．５ミリメートル以下であ
る
　付記１３に記載の内視鏡１０。
【００７７】
（付記１５）
　前記観察窓５１の視野方向は、前記挿入部２０の長手方向である
　付記１０から付記１４のいずれか一つに記載の内視鏡１０。
【００７８】
（付記１６）
　前記挿入部２０の端面５６１は、前記挿入部２０の長手方向と垂直である
　付記１０から付記１５のいずれか一つに記載の内視鏡１０。
【符号の説明】
【００７９】
　１０　内視鏡
　２０　挿入部
　２１　軟性部
　２２　湾曲部
　２３　先端部
　２６　折れ止め部
　４０　操作部
　４１　湾曲ノブ
　４２　チャンネル入口
　４３　鉗子栓
　５０　コネクタ部
　５１　観察窓
　５１２　第２面取部
　５１３　光入射面の縁
　５２　照明窓
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　５３　送気ノズル
　５４　送水ノズル
　５５　チャンネル出口
　５６　先端部材
　５６１　先端面（端面）
　５７　筒状体
　５７１　第１面取部
　５７２　第１面取部の先端側の縁（筒状体の端面の縁）
　５９　ユニバーサルコード
　６１　撮像素子
　６２　ファイバーバンドル
　６３　送気チューブ
　６４　送水チューブ
　６５　観察接着部（遮光体）
　６６　照明接着部
　６７　出射口
 

【図１】 【図２】
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摘要(译)

提供一种具有良好的观察视野的内窥镜（10）。 内窥镜（10）是具有从
插入部的端面（561）突出的照明窗（52），从端面（561）突出的筒状
体（57）和筒状体的照明光学系统。 （57）布置在内部，并且包括从端
面（561）突出的观察窗（51），照明窗（52）和观察窗（51）是（1）
式和（2） 连接观察窗（51）的光入射表面的边缘和管状体（57）的端
面的边缘的直线与满足该公式的照明光学系统的光轴的交点为 它位于比
端面（561）更靠近插入部的位置。 C≧D‥‥‥‥‥（1） E≧D‥‥‥‥‥（2） 
C是观察窗从插入部的端面的最大投影量。 D是照明窗从插入部的端面突
出的最大量。 E是观察窗的光入射面的边缘从插入部的端面突出的量。
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